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１．各委員からのご質問に対する回答について 
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<第 2 回審議（令和 7 年 10 月 2 日）> 

 

問 ワンビルの７月以降の入館者数の状況 

 

ワンビルの入館者数は以下の通りで、6 月以降は 40 千人/日程度で推移しています。 

 

(「第 2 回運輸審議会 ご説明資料」P12 に 7・8 月分を追記) 

 4/24～5/6 

(開業直後) 

5/7～5/31 

(開業 1 ｹ月) 

6/1～6/30 

(平時) 

7/1～7/31 8/1～8/31 

ワンビル 

入館者数 

（1 日平均） 

73 千人 47 千人 41 千人 40 千人 40 千人 

 

 

問 西鉄及びＪＲ九州の輸送量の推移 

 

輸送人員推移（グラフ）…1992(平成 4)年度を 100 とした場合 
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問 沿線価値向上、需要喚起にかかる施策について 
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沿線価値向上、需要喚起にかかる施策として、これまでも様々な施策に取り組んできました。 

 

①連続立体交差事業、新駅開業 

これまで、2004 年に高架への切り替えを行った花畑駅周辺連続立体交差事業の他、貝塚線の貝塚

～香椎間、天神大牟田線の雑餉隈～下大利間など、国や地方自治体と連携して連続立体交差事業を

進めてきました。直近の雑餉隈～下大利間においては、2022 年 8 月に線路の高架への切り替えが完

了し、同時に 19 か所の踏切が除去されました。また、2024 年 3 月に、高架区間の雑餉隈～春日原間に

新駅「桜並木駅」を開業しました。2010 年 3 月に西鉄二日市～朝倉街道間に開業した「紫駅」以来、約 14 年

ぶりの新駅で、沿線の利便性向上や周辺地域の活性化に寄与しました。 

 連続立体交差事業により、踏切における慢性的な交通渋滞の解消や、鉄道・道路それぞれの安全性

向上に寄与するとともに、駅の東西の分断解消により地域のまちづくりに大きく貢献しています。また、

高架により生まれた高架下空間については、沿線自治体とも連携してまちの魅力向上につながるような

活用を行っています。今後も、賃貸部門とも連携して、新駅桜並木駅および高架化された各駅において

も魅力あるテナントの誘致など、地域にとって利便性の高い駅づくりに取り組んでいくこととしています。 

 

  学生主体で設計・企画された 
駅前広場「あもうれ」 
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柳川駅リニューアル(2015 年度) 

②駅のリニューアル 

賃貸部門と連携して、駅のリニューアルに取り組んでいます。近年では、2019 年に大橋駅ビルのリニ

ューアルを実施した他、2024 年 9 月には久留米駅ビルのリニューアルを実施し、駅コンコースの商業テ

ナント、定期券発売所等を一新しました。今後も、高宮駅において、現在実施中の耐震補強工事とあわ

せた商業部分のリニューアル、コンコース・トイレ等の改修・改良を計画しており、旅客の利便性向上を

図っていくこととしています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、全国的にも有名である沿線観光地、太宰府駅、柳川駅について、太宰府駅は 2018 年度、柳川

駅は 2015 年度に大規模リニューアルを実施しています。両駅とも、トイレ等の設備を一新するととも

に、観光地太宰府・柳川の玄関口としてふさわしい外観とすることで、沿線価値の向上を図っています。 

 

 

  

 

 

 

③他モードとの連携による乗り継ぎ利便向上 

他モードとの連携による乗り継ぎ利便向上にも取り組んでいます。連立区間の各駅においては、沿線

自治体と連携してバスとの乗り継ぎ利便を考慮した駅前広場の整備を行っています。また、ダイヤ改正

時は、バス部門に加え、福岡市営地下鉄などと連携して、円滑な乗継のためのダイヤ調整を図っていま

レイリア久留米 
＜駅ビルがリニューアル！西鉄久留米駅＞ 

太宰府駅リニューアル(2018 年度) 

『町との共栄駅』というコンセプトのもと、駅の内外装に太宰府の要
素を散りばめることで、駅に着いた瞬間から太宰府を訪れた雰囲
気を感じれるよう設え、併せて、利便性向上のため駅機能を整備 

現在の平屋建て駅舎を橋上化し、2 階部に改札口や駅務室を
移設するとともに、1 階部を店舗化することで賑わい施設の拡充
を図る。また、駅舎側壁を全面ガラス張りの仕様とすることで明るく
開放的な空間を創出 
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す。さらに、大橋駅へのフィーダーバスの一部では、バス車内モニターで電車の発車時刻をご案内して

います。その他、貝塚線と福岡市地下鉄との乗り継ぎや「西鉄バス・電車乗り継ぎ定期券」に対して割引

を実施するなど、旅客の負担感軽減を図っております。 

 

④観光列車の運行 

沿線自治体や観光協会等と連携して、新たな需要創出を目的に太宰府観光列車「旅人」、柳川観光

列車「水都」、地域を味わう旅列車として「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」を運行しています。「THE 

RAIL KITCHEN CHIKUGO」は、筑後地方のものづくりを発信するため、内装に八女の竹、城島瓦等沿線

地域の工芸品を使用している他、車内に搭載した当列車自慢の窯で、九州・筑後の食材をふんだんに

使用したコース料理を提供しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太宰府観光列車「旅人」 柳川観光列車「水都」 

2014 年より、沿線自治体の太宰府市をはじめ、太宰府天満宮
や太宰府観光協会等の協力のもと、太宰府観光をテーマにした
ラッピングを施工した「旅人-たびと-」の運転を開始。新たな観光
列車の誕生にあたり、「旅人-たびと-」のネーミングは、第 39 代太
宰府天満宮宮司の西高辻 信良（にしたかつじ のぶよし）様か
ら命名していただきました。 

2015 年より、沿線自治体の柳川市等の協力のもと柳川観光をテーマ
にしたラッピングを施工した「水都-すいと-」の運転を開始。「水都-すいと
-」のネーミングは、柳川市長 金子 健次さまから命名いただきました。 

2019 年 3 月より地域を味わう旅列車として「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」の運行を開始。外装は、キッチンクロスのイメージから、
美味しさと清潔感を表現。車内は窯を中心としたキッチンとダイニング車両で、内装には筑後地方の｢ものづくり｣の魅力を発信するため､八女
の竹､城島瓦等沿線地域の工芸品を使用し､沿線の新しい魅力を感じることが出来る車両としています。 
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⑤その他 

2024 年 4 月～5 月の計 4 日間、旅客の快適性・利便性向上を目的に、有料座席列車「N ライナー」

を運行しました。期間限定での実証運行となりましたが、運行後に実施したアンケート等でのご意見もふ

まえながら今後の本格運行を検討しています。 

また、有料座席列車に限らず、日々の移動に付加価値を与えるサービスを検討し利便性向上につな

げることで、西鉄電車沿線の価値向上を図っていくこととしています。 

 

(参考) 昨年、実証実験した臨時有料座席列車「N ライナー」リリースより抜粋 

 

 

問 職種によってベースアップ、初任給が異なるのか 

 

乗務員については西鉄本体での採用となりますが、技術員については主にグループ会社の西鉄エンジ

ニアリングでの採用、駅務員については西鉄ステーションサービスでの採用となります。そのため、職種に

よってベースアップ、初任給が異なります。 

 
 

問 乗務員になる新入社員は当初は駅務に配属されず、当初から車掌や乗務員に配属されるのか 

 

  乗務員は将来の運転士候補として入社時点で車掌として採用しており、駅務部門は経験しません(駅務

員とは採用が異なります)。 
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ＪＲ九州 

 

問 西日本鉄道とＪＲ九州のべ－スアップと物価上昇率の設定の違いについて 

 

①ベースアップについて 

 西日本鉄道  自社実績の直近３年の平均           4.2％ 

 JR 九州    賃金構造基本統計調査（九州地区）の 5 年平均  0.7% 

 

 ＪＲ九州は会社として将来の見込みまでは立てづらいため、算定要領に定められた賃金構造統計

基本調査の５年平均を採用しました。 

西鉄は会社として、人員不足を考慮して人員不足が顕著となった３年前以降と同水準のベースア

ップを目標に実施したいと考え、賃金構造統計基本調査の５年平均 1.67%ではそれを大きく下回る

ことから会社実績の過去３年平均を採用しました。 

 

[参考] 賃金構造基本統計調査（九州地区）               （単位：％） 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BU 0.2 △2.1 3.23 △2.4 4.69 4.91 

 

 

[参考]西鉄のベースアップの推移                   （単位：％） 

 2021 2022 2023 2024 2025 

BU 1.58 1.97 3.97 4.25 4.44 

 

②物価上昇率（CPI）について 

 西日本鉄道  物価政府目標  2.0％ 

 JR 九州 消費者物価指数（生鮮食品及びエネルギー除く：九州地区）の 5 年平均  1.2% 

 

ＪＲ九州の申請の際には、CPI の 5 年平均の計算期間（2019～2023 年度）においては、CPI がマ

イナスの年やプラス幅が小さい年があるなど年度によってばらつきが見られ、収入原価算定要領

に従い、5 年平均値で設定されました。一方、西日本鉄道の申請の際には、CPI の 5 年平均の計算

期間（2020～2024 年度）においては、直近 3年間が 2％を超える水準となっており、令和 7 年度

に入っても 3％台後半で推移していたことから同社は 5 年平均 1.54％では現実的ではないと考え

て、政府目標の 2.0％で設定しました。 

 

 [参考]九州地区の CPI(生鮮食品及びエネルギーを除く)の推移      （単位：％）  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

CPI 0.8 0.2 △1.0 2.2 3.8 2.5 

※西日本鉄道の計算期間の５年単純平均（2020～2024）は、1.54％ 

 JR 九州の計算期間の５年単純平均（2019～2023）は、1.2％ 
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２．パブリックコメントについて  
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○ パブリックコメントの内訳について 

 

 募集期間：令和７年９月１８日～令和７年１０月２日（１５日間） 

  提出件数：計４件 

 

 

【主な意見】 

■十分な利用者がいる区間の運賃は値上げを抑えるべきという意見（１件） 

■利用者の多い時間帯や区間は増便を積極的に行うべきという意見（１件） 

■値上げにより並行する他社や自動車に対する競争力が低下するという意見

（１件） 

■運賃改定を実施する際に鉄道駅バリアフリー料金を廃止することが多いの

は、鉄道駅バリアフリー料金制度に欠陥があるからではないのかという意見

（１件） 

■運賃改定による増収分により、職員の待遇改善を継続して行われたいという

意見（１件） 

■障害者割引の減収分について、原則公費負担となるよう他事業者や業界団体

と共同で国や自治体に働きかけを行われたいという意見（１件） 
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○ パブリックコメントに対する考え方について 
   （御意見として記載している文書は、原文のとおりとしています。）  

 

 

１．居住地不明者 より 

評価できるのは、ワンマン電車の拡大意向と、貝塚線の輸送力増強、長距離区間運賃においての他社

との優位性等。 

ここから先は、提言や疑問点。 

西鉄福岡(天神)駅？西鉄二日市駅間に関しては、十分な利用者数がいるから、特定運賃を設け、運賃

値上げを最低限に抑えるべきだ。また、コロナ禍で減車したツケが混雑悪化に繋がっていると推測され

る。貝塚線に限らず、利用者の多い時間帯や区間は、増車と増便を積極的にやらなければならない。 

N ライナー乗車料金 300 円に加え、特別車両料金を新たに設定しているが、まさか二重料金を徴収す

るつもりなのか？そもそも、新設した特別車両料金はどの車両に設定しようと考えているのか？ 

 

西日本鉄道によると、運賃の設定につきましては、乗車キロ毎の現行運賃からの値上げ幅や改定率を

総合的に判断し設定しており、将来にわたって鉄道事業を安定的かつ継続的に運営し、公共交通機関とし

ての使命を果たしていくためには、今後増加する費用の一部について、ご利用の区間に関わらず、すべて

のお客さまにご負担をお願いする必要があり、一部の区間のみ運賃値上げを最低限に抑えるなど、特定

運賃を設けることは考えていないとのことです。 

混雑緩和への対策につきましては、天神大牟田線、貝塚線とも今後実施するダイヤ改正（貝塚線は

2026 年春予定）において輸送力増強を計画しており、朝ラッシュ時間帯の増便を図ることで混雑率の緩和

に取り組むとのことです。 

N ライナー乗車料金 300 円につきましては、2024 年 4 月・5 月に臨時有料座席列車「N ライナー」として

期間限定で運行した際に、乗車整理料金として設定したものです。一方で、ご指摘の特別車両料金につい

ては、2019 年 3 月に地域を味わう旅列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」の運行を開始した際に設定さ

れたもので、「N ライナー」の乗車整理料金と二重で収受することはありません。 

 

 

２．福岡県在住者 より 

認可申請書からは痛いほど西日本鉄道株式会社の気持ちが伝わってくる。しかしながら小郡市民とし

ては明確に反対する。 

以下の指摘につき、追加で見解を提示願う。 

 

１．九州旅客鉄道株式会社との並走区間について 

この値上げを行うと、JR 九州の博多ー二日市が３４０円に対し、天神ー紫は４２０円となり、競争力の低

下は火を見るより明らかである。蓋しコロナ前の水準までは戻らないと言っているのに、競争力を下げ
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てどうするんだと。なお、同じ理屈で銀水ー大牟田も並走区間ではあるが、こちらは文化圏の違いから

考慮しないこととする。 

 

２．西日本鉄道株式会社単独区間について 

小郡市もこの単独区間、つまり朝倉街道より先、桜台以遠、広く銀水までが該当する。なお、厳密には

小郡市は甘木鉄道が通るため、西日本鉄道株式会社単独区間ではないものの、ここでは九州旅客鉄

道株式会社、との、という理解と考えてほしい。その上で小郡市や久留米市、三井郡などなどこのあた

りの自治体ときちんと値上げ了承を取っている話なのか。取っているならどこでどうという議事録を明

示、または変更申請書に加筆すべきである。取っていないなら単に文化圏を無視した暴挙であることは

否めない。 

 

３．小郡市の動きについて 

ここでは甘木鉄道は引き続き考慮せず、西日本鉄道株式会社に絞ると次の旅客流動が小郡市からは

過半である。 

小郡ー端間・味坂（通学） 

小郡ー西鉄久留米 

小郡ー西鉄天神 

 

端間・味坂は通学定期のため、申請書を額面通りに解釈するなら月３００円、年にして３６００円とこの物

価高のなかこの値上げは苦しいのではなかろうか。 

次に西鉄久留米は１回につき５０円値上げである。みんなますます車を使うであろう。きょうび３号線他

のロードサイド発展度合いを見ると、西日本鉄道に回帰する流れとは思えない。 

次に西鉄天神は１回に付き８０円値上げである。こうなるとみんな久留米に車で行こうって流れにならな

いか。これもやっぱり西日本鉄道に回帰する流れとは思えない。ちなみに、であるがこの運賃体系の場

合、基山まで自転車で行く豪の者であれば、JR 九州基山から博多まで５６０円、天神に行くよりなんと

安くなってしまうのである。（当然、甘木鉄道を利用するとそこのバウンスは発生する。） 

 

と、いうわけで小郡市にメリットの薄い値上げである。今般認可申請書が他社類似申請と比較して素晴

らしい出来なだけに、もう少し沿線住民からの反発を想定した記載をしていただくとともに、追加で見解

を説明願いたい。 

 

西日本鉄道によると、運賃の設定につきましては、乗車キロ毎の現行運賃からの値上げ幅や改定率を

総合的に判断し設定しており、将来にわたって鉄道事業を安定的かつ継続的に運営し、公共交通機関とし

ての使命を果たしていくためには、今後増加する費用の一部について、ご利用の区間に関わらず、すべて

のお客さまにご負担をお願いする必要があり、一部区間のみ運賃値上げを抑えることは考えていないとの

ことです。なお、並走区間である西鉄福岡(天神)～紫駅間と博多～二日市間の運賃格差については、運賃

を計算するうえで基となる乗車距離が、西日本鉄道が 17 ㎞(申請運賃 420 円)であるのに対し、ＪＲ九州は

15 ㎞(340 円、[参考：17 ㎞運賃は 450 円])と短いことも影響しているとのことです。また、通学定期につい
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ては、家計の負担増を考慮し、定期外・通勤定期より低い改定率としております。西日本鉄道の運賃制度

については、普通旅客運賃は対キロ区間制(一定の距離を基準として区間を定め、乗車区間に応じた運賃

を算出)、定期運賃は表定制(乗車距離ごとに額を定めたもの)を用いており、各駅間の乗車運賃は、乗車

距離によって計算されるため、小郡駅など特定の区間ごとに設定は行っていません。 

上限変更認可申請に当たり、沿線自治体に対して申請を行う旨を事前に情報提供しているとのことで

す。なお、運賃改定に向けた手続きについては、鉄道事業法の規定に基づき適切に行っていくとのことで

す。 

 

 

３．居住地不明者 より 

鉄道駅バリアフリー料金を導入している会社が運賃改定を実施する際、バリフリ料金の廃止を選択するこ 

とが定例化している。 

企業の経営判断として、廃止したほうがメリットがあるので廃止していると推測され、その経営判断に文句

をつけることはできない。 

しかしながら、軒並み廃止するということは、バリフリ料金に制度的欠陥があるのではないか。 

利権も予算もなく、思考停止の鉄道局には何も期待できないので、運輸審議会が、バリフリ料金がなぜ廃

止されるのか、制度的欠陥がないのかなどをしっかりと検証し、検証結果を公表してもらいたい。 

そして制度的に欠陥があるのであれば、どうすれば国が要求する鉄道のバリアフリー整備が促進されるの

かを考えて、解決策も公表してもらいたい。 

 

西日本鉄道は、現在、2023 年 3 月より導入した「鉄道駅バリアフリー料金制度」の 2021～2025 年度に

おける整備等計画に基づき、バリアフリーの整備等を進めております。 

西日本鉄道によると、今回申請している運賃改定が認可されれば鉄道駅バリアフリー料金は廃止いたし

ますが、バリアフリー整備については、引き続き計画的に進めていくとのことです。 

 

 

４．居住地不明者 より 

大牟田に親戚が住んでおり、年に何度か利用しています。 

 

値上げ自体はやむを得ないと思いますが、条件付き賛成です。下記について申請者に確認の上、可能

であれば回答を掲載頂くようにお願いします。 

 

意見 1 

[CBM、規格統一等への取り組みについて] 

同業他社間で車両、車両部品の共通設計化や、施設、車両保守等の CBM 化（状態基準保全への移

行）といった、省力化、省人化への会社の垣根を超えた協業の取り組みが進んでいます。 
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申請者においても同業他社と技術協力や情報交換を行い、同様の取り組みへの参画や省力化および

省人化に資する設備と技術の導入など、コストダウンと安全、安定輸送を両立し、持続的な鉄道事業運

営を可能とするための施策に取り組んで頂きたいと思います。 

なお、施策の実施にあたり、安全第一であることが大前提ですので、その点に留意頂くこと、また、従業

員の方の負担が最小限になるようにするとともに、省力化、省人化による要員数の見直しなどが発生

する場合、従業員の方の処遇について、本人の希望を尊重し十分に配慮願います。 

 

具体例 

〇線路モニタリングシステムの営業車両への装着を行うこと 

〇VVVF 制御方式の採用等で点検箇所が従来より削減可能となる場合や、「制御伝送装置」等の搭載

がある鉄道車両において、機器による自動検査機能やデータ蓄積機能を活用し、部品交換周期または

交換対象部品の見直し、定期検査周期の延伸を行うことや、検査体系そのものを見直すなど。 

〇東京メトロ、東武鉄道の日比谷線直通車両等のように、基本設計を共通化することで製造コスト、メ

ンテナンスコストを削減すること。 

 

なお、申請者において既に取り組んでいることがあれば、可能な範囲でご教示をお願いします。 

 

 

意見 2 

[増収分の人件費転嫁および、労働環境改善への充当について] 

労働人口が減少する中、人材獲得競争も激化していること、また、物価高により社員の方の生活も負

担が増していると考えます。 

持続的な鉄道事業運営のため、下記について継続して検討、実施をお願いします。 

 

〇今回の運賃改定による増収分を人件費にも転嫁し、人材の確保、定着と帰属意識、モチベーション

の向上により、持続的な鉄道事業運営を行うことが出来るよう、継続的な基本給のベースアップや手当

の新設（家賃、住宅ローン負担額の補助など）、福利厚生制度の充実など、経営体力の範囲内におい

て最大限の待遇改善を継続して行うこと。 

（申請者に協力会社や下請け会社がある場合、待遇改善、物価上昇や経費増に対する経営支援の

原資として、外注費や委託費における労務費や経費分を増額することも含みます） 

 

 

〇従業員の方が働きやすい環境作りのため、従業員の方の意見も取り入れながら、老朽化した現業事

務所の建て替え、仮眠室の個室化や作業場所の暑さ、寒さ対策といった労働環境の改善を継続して行

うことで、労働安全衛生への配慮や、従業員満足度の向上を図ること。 

 

なお、申請者において待遇改善や職場環境改善のため既に取り組んでいることがあれば、ご教示願い

ます。 
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意見 2 の 2 

[人事賃金制度についての質問、要望事項] 

また、以下に挙げる事項について、留意願います。 

 

 

[確認事項] 

 

〇人件費総額の抑制を目的として、一定の年齢以上となると基本給が減額となっていく「基本給減額制

度」や、同一職級に留まっていると昇給額が抑制される、もしくは昇給そのものが停止される制度や、年

齢等による昇給停止制度は申請者の人事賃金制度として制度化されているのでしょうか。 

 

[要望事項] 

〇待遇改善においては、初任給の増額や若年層の改善にスポットを当てるあまり、賃金カーブの変更

により中堅層以上の昇給額を抑制すること、基本給を増額する代わりに賞与を減額して調整する、また

は手取り額が減少となるような手当の廃止を行うなど、いわゆる「不利益変更」にあたる制度変更は行

わないように希望します。 

（会社を担う中堅層など要の世代の方の離職者の増加やモチベーションの低下を招き、技術の継承が

途絶することや、人員不足による運行への支障が発生する恐れがあるため） 

 

〇年功序列制を基本とした賃金制度を維持してください。特に、労働集約型産業である鉄道現業部門

において一部同業他社でみられるような、極端な成果主義要素の導入、ジョブ型雇用制度の導入、拡

大は却って士気の低下を招く恐れがあるため、慎重に検討をしてください。 

 

〇年功序列を維持しつつ、成績優秀者には定期昇給額への加算や賞与を増額することや、昇給昇格

試験の早期受験資格付与など、モチベーション向上に資する制度の構築を行ってください。 

 

〇先述の確認事項のような制度（基本給減額制度など）が既に制度化されている場合には、少子高齢

化や晩婚化等の社会情勢の変化、年金受給年齢の引き上げに伴う定年延長制度を導入する会社も増

加するなど、社会全体での生涯設計の高齢化の加速といったことも考慮し、制度の縮小（昇給停止年

齢の引き上げ等）や廃止に向けた協議を労使間で行われるように希望します。 

 

意見 4 

[鉄道事業の子会社委託等について] 

同業他社において、駅業務や車両保守業務等の現業部門の子会社委託が行われています。 

過去には関西でも阪急電鉄にて、駅業務や車掌業務の子会社委託化が行われた事例がありますが、

「偽装請負」の指摘を受けたこと、同一業務でありながら賃金や福利厚生面での待遇格差が生じること
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によるモチベーションの低下等の問題が生じ、電鉄本体への転籍、直接雇用に切り替えたという事例

がありました。 

JR 東日本の委託子会社では、JR 本体と比較して待遇が低いため、離職者も多く、一旦委託にした所

を直営に戻すような動きも出てきています。 

（例として、奥多摩駅が子会社委託から直営に戻っています） 

 

少子高齢化による労働人口減少といった環境の中、他の業界でも採用難が発生していると聞いてお

り、鉄道業界においてもそれは同様であると推察しますが、持続的な鉄道事業運営を行っていくために

は、コストダウン優先の人事施策よりも、貴重な人材である従業員の方一人一人が会社に定着し、力を

発揮し、適切な待遇や福利厚生のもと安心して仕事を行える環境を整えることが重要だと考えます。 

 

申請者においても子会社委託が既に実施されていることと思いますが、下記の法令等も踏まえ、鉄道

事業における運転、駅業務、施設、車両保守等の子会社委託ついては、安全確保や技術継承等に必

要な体制の維持、人材確保に支障があると判断される場合には、段階的な委託体制の見直し（直営

化）を行うことも選択肢として含めた上で検討を行ってください。 

また、上記検討と並行し、「意見 2」における待遇改善、職場環境改善のための原資として、委託子会社

に対して消費者物価指数や賃金構造統計調査等の公的な指標の伸び率と、子会社が実施したベース

アップ率などを反映した適切な委託費を支払うとともに、適宜委託費の見直しを行われるように希望し

ます。 

 

 

 

〇鉄道事業法 第十八条の二 輸送の安全性の向上 

「鉄道事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努

めなければならない。」とされていますが、採用数に対し離職者が上回ることや、採用予定人数を充足

せずに人手不足が解消されないといった事態が発生している場合、技術の継承などに支障が生じ、鉄

道事業における安全性の維持、向上が図られない可能性がある。 

 

 

意見 5 

[経費節減への取り組みについて] 

物品購入やサービスの契約締結、または作業の委託契約等において、可能な限り 

複数業者間での相見積もりを行うなど、費用の圧縮に努めてください。 

また、意見 1 における「同業他社との車両、車両部品の共通設計化」が進んだ場合に共同購買を行う

体制の整備を行うことや、線路設備等測定機器の他社との共同リースなど、安全確保を第一としつつ、

更なるコスト低減に向け検討を行ってください。 

（但し、意見 7 について留意すること） 
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意見 6 

[障害者割引について] 

割引による減収分について、国の運賃制度上は運賃への転嫁ができる事となっていますが、今回の改

定分には含まれているのでしょうか。 

割引の減収分について、持続的な事業運営の観点からは原則として公費負担となることが望ましいと

考えるため、他事業者や業界団体と共同で国や自治体等へ働きかけを行って頂くように希望します。 

 

意見 7 

[資材調達等における価格転嫁の促進について] 

物価、エネルギー費用、輸送コスト等の上昇が続いていること、また政府も掲げている持続的な賃上げ

を実現し、経済の好循環を促進する観点からも、申請者の取引先（受注者）が適切な価格転嫁を行うこ

とが出来るよう、下請法などの関係法令や「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」と

いった公的な指針、ガイドラインを踏まえ、取引先との良好なコミュニケーションを図ることで、適切な価

格転嫁がなされるように取り組みをお願いします。 

 

なお、申請者の「パートナーシップ構築宣言」の内容が「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関す

る指針」等を踏まえた最新のひな形の内容に差し替えられていないため、ひな形の内容を確認の上、

差し替えを行ってください。 

また、差し替え後の内容（労務費指針等、価格転嫁の重要性）について、社内で十分に周知を行ってく

ださい。 

 

 

意見 8 

[施策の実施による従業員負担増への配慮について] 

JR 東日本など、一部同業他社では現業社員が企画部門（本社業務）も兼務する、また「新しいジョブロ

ーテーション」と称して、本人の希望が反映されず運転士から駅へ唐突に異動となるなどの少々強引な

人事施策が進められています。 

申請者において、そのような施策は実施されているのでしょうか。 

 

施策の実施によって、従業員の方が疲弊し安全確保に支障が生じること、サービス低下が生じることは

望んでいませんので、人事施策については慎重に検討を行ってください。 

 

意見 9 

[社内での設備、什器、家電等の導入、更新時等について] 

職場環境改善工事等での設置時や更新時、または劣化等での代替時に、機能面での優劣や差異がさ

ほど無い場合については、耐久性やアフターフォローを重視し「日本国内のメーカー製」を優先して導

入、購入を行うことを提案します。 
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また、什器等については沿線との共生、経済活性化のため、県内や沿線にある材木等の名産品を活

かした物の導入を検討してください。 

 

（家電の場合、扇風機を例にとると、海外メーカーや日本の中堅メーカー、ジェネリック家電メーカー製

のものは耐用年数が「6 年程度」である物が多いところ、日本の大手メーカー製は「10 年もしくは 12 年」

と長く、価格差を考慮しても長く安心して使用が出来るため、十分に償却可能と考えます） 

 

最終的には社内の希望も踏まえた上で、決定をして頂くようお願いします。 

 

 

[確認、要望事項（申請者宛）] 

 

1.新算定要領の内容が、どの程度運賃改定に寄与し、今回の改定分に盛り込まれているかを可能であ

ればご教示願います。 

（例：物価、人件費上昇率の見直しで〇億円／年、事業報酬率の見直しで〇億円／年、減価償却費

の前倒し計上で〇億円／年 等） 

 

2.インターネット記事等で、同業他社（首都圏新都市鉄道、相模鉄道、京浜急行電鉄等）において、人員

不足等の要因による過重労働が発生しているとの報道がありました。社内および協力会社、業務委託

会社内で同様の状況が発生していないか確認をお願いします。 

 

 

 

法令や 36 協定に違反する状態でなかったとしても、欠員による残業や休日出勤等が常態化している

場合には、疲労が蓄積することにより健康を害する恐れや、ヒューマンエラーによるヒヤリハット、事故

を誘発する可能性もあるため、こうした問題を解消していくことや、労働基準監督署などから指摘を受け

ることの無いように務めてください。 

 

3..今回の運賃改定における、物価、人件費上昇率の原価計算は物価、人件費の高騰を踏まえた十分

なものでしょうか。また、申請にあたり用いた人件費、物価上昇率の算定方法について、回答をお願い

します。 

 

4.今回の申請にあたり、新算定要領内の「政策的に必要性の高い設備投資に対応する減価償却費」に

該当するものがあり、減価償却費の前倒し計上を行っているのでしょうか。 

また、該当するものがあれば、開示可能な範囲にてご教示をお願いします。 

 

意見１について、西日本鉄道によると、現在、車両部門において、同業他社と共同で VVVF 車両の効率

的な新検査方法に向けた検討を進めており、それに伴い鉄道総合技術研究所などの専門的知見を有して
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いる機関から、安全性の評価を受けるための取り組みを進めていきたいと考えているとのことです。また、

新技術の活用による効率化、状態基準保全(CBM)の取り組みとして「軌道変位モニタリング装置」の導入や

信号設備の「遠隔監視システム」の実証実験など取り組みを進めていくとのことです。 

 

意見 2 について、西日本鉄道によると、鉄道事業の運営に必要な人財を確保するため、2022 年度～ 

2025 年度にかけて、毎年度ベースアップと初任給増額を実施したほか、職種に応じて手当の新設・増額を

実施したとのことです。また、従業員が働きやすい・働きがいを感じることができる環境を整備するため、老

朽化した駅・乗務所等の従業員用施設の更新（休憩所、浴室、トイレなど）や、乗務所・工場等の施設改修

（空調更新など）を継続的に実施し、労務環境の改善を図っているとのことです。 

 

意見 2-2 について、西日本鉄道によると、賃金制度は、役割・能力の伸長・個人業績等に応じて決定す 

る仕組みとなっており、昇給を停止する仕組みはないとのことです。また、定年年齢は従来 60 歳、それ以

降 65 歳までは再雇用制度を設けていたところ、2025 年 4 月より、定年の年齢を 60 歳から 65 歳に変更

し、60 歳以降の待遇を大幅に改善しており、本定年延長にあたっては、60 歳未満の賃金カーブに一切手

をつけることなく実施しているとのことです。今後も、従業員が安心して長く働くことができ、かつ事業の持続

可能性に資する人事制度の構築に努めていくとのことです。 

 

意見 4 について、西日本鉄道によると、現在も鉄道事業法第 18 条第２項に基づき、安全・安定輸送の 

確保を最優先に事業運営を実施しているとのことです。なお、運転部門は西鉄本体で運営しており、駅務・

施設・車両部門は委託先のグループ会社にて運営を行っておりますが、西鉄本体同様、待遇改善（賃金面

や職場環境改善）のための委託料増額など実施しており、事業運営のあり方については、今後の経営環

境等を踏まえて検討していくとのことです。 

 

意見 5 について、西日本鉄道によると、鉄道設備・資材については、安全・安定輸送の確保の観点か

ら、取引業者を登録制として安定的に資材の調達が行えるよう体制を整えているほか、新たな取引業者の

登録や競争見積もりを積極的に採用し、資材の調達コストの削減にも努めているとのことです。また、車両

形式をまたぐ部品の共通化（パンタグラフ、運転状況記録装置など）にも取り組んでおり、今後も安全確保

を大前提として、部品の調達コストの削減や共通化に取り組むとのことです。 

 

意見 6 について、障がい者割引による減収分も考慮して申請を行っております。また、西日本鉄道によ

ると、障がい者割引を始めとする福祉割引の公費負担化については、今後、関係事業者等と連携し、国や

自治体に働きかけていきたいとのことです。 

 

意見 7 について、西日本鉄道によると、資材の調達においては、西鉄グループ調達基本方針および調

達規則に則った判断基準を定め、適正な選定および取引行うことを目的とする「調達業務ガイドライン」を

制定しているとのことです。取引に当たっては、西鉄グループ調達規則ならびに調達業務ガイドラインに基

づき実施しているとのことです。 
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なお、調達基本方針では、コンプライアンスの遵守など公平・公正な取り引きを行うことや、安全・安心の

追求として適切な価格を重視し、責任ある調達活動を行うことを、取引先の皆様へのお願いを含めて定め

ている他、調達業務ガイドラインにおいても、関連する法令として、下請法や独占禁止法に関するパンフレ

ットを参照する旨を示しているとのことです。 

また、パートナーシップ構築宣言については、差し替え後のひな形に掲げられている労務費指針や価格

転嫁の重要性を十分認識したうえで、取引先と十分に協議して取引対価を決定しており、差し替えについ

ても今後検討していくとのことです。 

 

意見 8 について、西日本鉄道によると、人事異動の実施にあたっては、上長との個別面談やキャリア意

向調査で把握した本人の希望なども参考に、総合的に判断しております。なお、鉄道事業の運輸・施設部

門においては、現業職場として入社後、一定の経験を積んだ特定の社員が人事異動により本社職場で勤

務することはありますが、事故・災害発生時以外は、基本的に兼務することはないとのことです。 

 

意見 9 について、西日本鉄道によると、社内の施設・設備等の更新など職場環境改善を実施する際は、

従業員からの意見も踏まえ、機能や価格、耐用年数などを総合的に判断し実施しているとのことです。 

 

確認事項 1 について、西日本鉄道によると、2024 年３月の「収入原価算定要領等」の改正は、一定程度

影響があるものと考えていますが、改定前の収入原価算定要領による計算を行っていないため、具体的な

影響額については算定できないとのことです。 

 

確認事項 2 について、西日本鉄道によると、法令や 36 協定に違反するような過重労働等は発生してい

ないとのことです。 

 

確認事項 3 について、適正コスト算出における人件費および物価の上昇率は、以下の指標を用いて算

出しております 

人件費上昇率は、2023 年度(3.97％)・2024 年度(4.25％)・2025 年度(4.44％)の実績値の 3 年平均(4.2％)

により、2026 年度・2027 年度・2028 年度を算定 

物価上昇率は、直近の景気動向ならびに政府物価安定目標を踏まえ 2.0％に設定 

 

確認事項 4 について、「政策的に必要性の高い設備投資に対応する減価償却費」の前倒し計上は実施

しておりません。 

 

 


